
検査設備明細書 

 

対象容器：一般複合容器（容器則第３３条第１号） 

 

１ 容器のさび落しのための設備、洗じょう設備及び乾燥のための設備（告示第３１条第３項第１号及

び第２号） 

（イ～ニについては、該当するものを記入する。） 

設  備 メーカー 型式 数 備 考 

イ 容器回転式洗じょう機（内部にセラ

ミック球等を挿入するもの） 

    

ロ 回転式清じょう機 

    

ハ 薬剤等を用いる洗じょう設備 

    

ニ 水圧洗浄装置 

    

乾燥のための設備 

    

 

２ 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備（告示第３１条第３項第３号） 

設 備 メーカー 型式 数 備 考 

スケール（JIS B7516(1987)金属製

直尺１級に適合するもの） 

    

ノギス（JIS B7507(1993)ノギスに

適合するもの） 

    

デプスゲージ（JIS B7518(1993)デ

プスゲージに適合する最小読取目

盛0.02mm以下のもの） 

    

超音波厚さ計 

    

 

  



３ 容器の内面を照明検査するための設備（告示第３１条第３項第４号） 

設 備 メーカー 型式 数 備 考 

内部照明器（十分な光力を有する豆

電球等を挿入するもの又はこれと

同等以上の効果を有するもの） 

    

 

４ 圧力計及び膨張計（膨張計は、膨張測定試験を行う場合に限る。）（告示第３１条第３項第５号及

び第６号） 

設 備 メーカー 型式 数 備 考 

圧力計（検査を行う容器の耐圧試験

圧力の１．５倍以上３倍以下の最高

目盛のあるものであって、JIS B75

05-1（2007）アネロイド型圧力計－

第１部：ブルドン管圧力計に適合し

ているもの） 

    

膨張計（最小目盛が恒久増加量測定

時において全増加量の100分の１又

は0.05立方センチメートルまで計

測できるもの） 

    

 

５ 残ガス回収のための設備（可燃性ガスを充塡する容器及び毒性ガスを充塡する容器に限る。）（告

示第３１条第３項第８号） 

設備概要等 

 

 

 


